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岐阜市新型コロナウイルス感染症対策本部要綱

令和2年1月28日決裁

令和2年2月21日改正

（設置）

第1条 岐阜市における新型コロナウイルス肺炎（以下「新型肺炎」という。）の発生の予防

及び感染の拡大を防止するため、岐阜市新型コロナウイルス感染症対策本部（以下「本部」

という。）を設置する。

(所掌事項) 

第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 新型肺炎の発生に関する情報の収集及び関係機関との情報の共有

(2) 新型肺炎の感染の拡大の防止に係る対策の検討及び実施

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

（組織等）

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3  副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

5 本部長は、本部を代表し、その事務を総理する。

6 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、副本

部長のうち、主に健康部に関する事務を担任する副市長、副次的に健康部に関する事務を担

任する副市長の順位により、その職務を代理する。

（幹事会）

第4条 本部の機能を補完するために、本部に幹事会を置く。

2 幹事会は、会長、副会長及び幹事をもって組織する。

3 会長は、健康部健康政策課長をもって充てる。

4  副会長は、保健所副所長をもって充てる。

5 幹事は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

6 会長は、幹事会を代表し、その事務を総理する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。

(会議) 

第5条 本部長及び幹事会の会長は、必要に応じて本部の会議又は幹事会の会議を招集する。

2 本部にあっては健康部長が、幹事会にあっては健康部健康政策課長がそれぞれの会議の議

事を進行する。
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3 本部長及び幹事会の会長は、必要があると認めたときは、会議に関係職員等の出席を求め、

説明又は意見を聴くことができる。

（庶務）

第6条 本部及び幹事会の庶務は、健康部健康政策課において処理する。

（委任）

第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

   附 則

この要綱は、令和2年1月28日から施行する。

附 則

この要綱は、令和2年2月21日から施行する。
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別表第1（第3条関係）
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別表第2（第4条関係）

市長公室秘書課長

企画部総合政策課長

財政部財政課長

行政部行政課長

商工観光部商工観光政策課長

農林部農林政策課長

市民生活部市民生活政策課長

福祉部福祉政策課長

子ども未来部子ども政策課長

市民病院事務局病院政策課長

環境部環境政策課長

都市防災部都市防災政策課長

消防本部消防総務課長

まちづくり推進部まちづくり推進政策課長

都市建設部都市建設政策課長

基盤整備部基盤整備政策課長

上下水道事業部上下水道事業政策課長

市民参画部市民参画政策課長

薬科大学事務局庶務会計課長

女子短期大学事務局総務管理課長

教育委員会事務局教育政策課長

会計課長

議会事務局議会総務課長

選挙管理委員会事務局長

監査委員事務局監査課長

会長が必要と認める者


